
　　年　　月　　日

）

１　契約の更新の有無 自動的に更新する
更新する場合がありえる
更新しない

２　契約の更新は、次のいずれかにより判断する
・契約期間満了時の業務量
・従事している業務の進捗状況
・有期契約社員能力、業務成績、勤務態度
・会社の経営状況
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時
時

時 分 時
時
時

時 分 時
時
時
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時
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労働条件通知書

登米　一朗 殿

事業所名称・所在地 宮城県登米市迫町佐沼字萩洗2-5-8

株式会社ウィングシステムズ

使 用 者 職 氏 名 代表取締役社長 小野寺　伸太郎

契 約 期間 期間の定めなし 、 期間の定めあり （開始日： 終了日：

更新の有無

就業の場所
登米市
※業務の都合により、就業場所の変更がありうる

従事すべき
業務の内容

清掃(清掃)および、それに付随する業務全般

１　始業・終業及び休憩時間の時刻等

始業､終業
の時刻､休
憩時間､所
定労働時
間外労働
の有無に
関する事
項

変形労働時間制等：１年単位の変形労働時間制とする
始業 終業 休憩時間

1　（ 8 00 分 ）（ 17 時 00 ） （ 12 時 00 分 ～ 13 00 分の 60 分間　）
（ 時 分 ～ 分の 0 分間　）
（ 時 分 ～ 分の 0 分間　）

休憩時間合計： 60 分間　

2　（ 分 ）（ 時 ） （ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分 ～ 分の 分間　）

休憩時間合計： 分間　

3　（ 分 ）（ 時 ） （ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分 ～ 分の 分間　）

休憩時間合計： 分間　

4　（ 分 ）（ 時 ） （ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分 ～ 分の 分間　）

休憩時間合計： 分間　

5　（ 分 ）（ 時 ） （ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分 ～ 分の 分間　）

休憩時間合計： 分間　

6　（ 分 ）（ 時 ） （ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分 ～ 分の 分間　）

休憩時間合計： 分間　

7　（ 分 ）（ 時 ） （ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分 ～ 分の 分間　）

休憩時間合計： 分間　

(1/3)



時 分 時
時
時

時 分 時
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時
時

　　　　　上記のいずれかの時間帯で勤務する

この勤務予定表は、予め労働組合又は社員代表者との同意を得た上で、各社員に周知するものとする。
時間、１ヶ月

社員代表者との同意を得た上で、各社員に周知するものとする。
国民の祝日を休日にしない
年末年始休暇
夏期休暇
ゴールデンウィーク

※　休日日数は会社がその都度定める。

8　（ 分 ）（ 時 ） （ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分の 分間　）

休憩時間合計： 分間　
分 ～

9　（ 分 ）（ 時 ） （ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分の 分間　）

休憩時間合計： 分間　
分 ～

10　（ 分 ）（ 時 ） （ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分 ～ 分の 分間　）
（ 時 分の 分間　）

休憩時間合計： 分間　
分 ～

・期間の各日ごとの始業・終業時刻及び休憩時間については、期間が始まる少なくとも 30 日前までに作成する勤務予定表

にて定めるものとし、その際、その期間を除く各期間の勤務日数及び総勤務時間に関する事項もあわせて定めるものとする。

２　所定時間外労働の有無（ あり （ １週 時間、１年 時間） なし ）
３　休日労働の有無 （ あり 、 なし ）
○詳細は、就業規則を参照すること。

休 日 ・週休 2 日以上を原則とし、期間の休日については、期間が始まる少なくとも 30 日前までに作成
する勤務予定表にて定めるものとし、その際、その期間を除く各期間の勤務日数及び総勤務時間に
関する事項も勤務予定表内であわせて定めるものとする。この勤務予定表は、予め労働組合又は

○詳細は、就業規則を参照すること。
休 暇 １　年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合

）
→ 10 日

継続勤務６か月以内の年次有給休暇（
0
あり 、 なし
日

２　育児・介護休業の賃金 （ 有給 、 無給 ）
→ 0 か月経過で

３　子の看護休暇 年 5 日 （ 有給 、 無給 ）
４　その他の休暇

○詳細は、就業規則を参照すること。
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円)

）％、

）％、

日以上前に届け出ること）

賃 金 １　基本賃金 イ　月給　（ 120,000 円）、 ロ　日給　（

ハ　時間給（ 円）

ニ　出来高給（ 基本単価 円、 保障給 円）

ホ　その他（ 円 ）

ヘ　就業規則に規定されている賃金等級等

２　諸手当の額及び計算方法

イ （ 手当 円

／計算方法： ）

ロ （ 手当 円

／計算方法： ）

ハ （ 手当 円

／計算方法： ）

ニ （ 手当 円

／計算方法： ）

３　所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率

25

ロ　休日　　　　法定休日（ 35 ）％、 法定外休日（ 25

イ　所定時間外　法定超　（ 25 ）％、 所定超　　（

ハ　深夜　　　　　　　　（ 25 ）％

４　賃金締切日（  ）－　毎月 末日

５　賃金支払日（  ）－　翌月 10 日

６　賃金の支払方法（ 振込み  ）

７　昇給　　（ あり 、 なし  ）

 ）

９　退職金　（ あり 、 なし  ）

８　賞与　　（ あり 、 なし

退 職 に １　定年制　（ あり 、 なし  ）

関する事項 ２　自己都合退職の手続（退職する 3

３　退職及び解雇の事由及び手続

そ の 他 ・社会保険の制度（ あり 、

あり 、 なし

会社が社員を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に予告するか、予告をしない場
合には、30日分以上の平均賃金（解雇予告手当）を支払って行なうものとする。

○詳細は、就業規則を参照すること。

なし  ）
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 ）

・その他

・通勤手当　　　（ 支給なし  ）

・雇用保険の適用（


